
「
出
会
い
応
援
事
業
」

　
素
敵
な
ア
イ
デ
ア
を

　
　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す
！

　

市
で
は
、「
良
い
出
会
い
が
な
い
」
そ

の
よ
う
な
悩
み
を
お
持
ち
の
独
身
の
方
を

対
象
に
し
た
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
運
営
を

応
援
す
る
「
出
会
い
応
援
事
業
」
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　

複
数
の
企
業
間
や
民
間
の
非
営
利
団
体

（
青
年
団
や
女
性
連
な
ど
）
が
「
出
会
い

の
場
」
を
提
供
す
る
事
業
で
採
用
さ
れ
た

も
の
に
つ
い
て
、
補
助
金
を
交
付
す
る
も

の
で
す
。

　

皆
様
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

■
対
象
要
件

　

募
集
定
員
20
人
以
上
の
イ
ベ
ン
ト
、

パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど

■
補
助
金

　

民
間
の
非
営
利
団
体
…
最
大
10
万
円

　

複
数
の
企
業
な
ど
…
…
最
大
５
万
円

［
問
］ 

知 

企
画
課 

企
画
係

出
会
い
応
援
イ
ベ
ン
ト

「
結
の
つ
ど
い
IN
南
九
州
市
」

　
　
　
　
　
　
参
加
者
募
集
！

■
期
日
＝
７
月
９
日
（
日
）

■
開
催
場
所
＝
知
覧
文
化
会
館

■
応
募
資
格
＝
成
年
独
身
の
方

■
募
集
人
員
＝
男
女
各
15
人

■
参
加
費
＝
千
円

■
申
込
期
限
＝
６
月
20
日
（
火
）

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
ま
す
）

募　
集

　

そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

［
問
］ 

南
九
州
市
地
域
女
性

団
体
連
絡
協
議
会
（
社
会
教
育
課
社
会

教
育
係
）

南
九
州
市・北
九
州
市
子
ど
も

交
流
事
業　
参
加
者
募
集
！

■
期
間
＝
８
月
７
日
（
月
）
～
８
月
９
日

（
水
）

■
交
流
地
＝
南
九
州
市
・
鹿
児
島
市
（
宿

泊
は
県
青
少
年
研
修
セ
ン
タ
ー
）

■
内
容
＝
北
九
州
市
の
子
ど
も
た
ち
と
交

流
、
体
験
活
動
な
ど

■
応
募
資
格
＝
本
市
在
住
の
小
学
４
年
生

～
中
学
校
２
年
生（
今
回
参
加
の
場
合
、

来
年
は
北
九
州
市
へ
派
遣
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
）

■
募
集
人
員
＝
20
人
（
定
員
を
超
え
た
場

合
は
抽
選
）

■
申
込
期
限
＝
６
月
12
日
（
月
）

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

［
問
］ 

川 

社
会
教
育
課 

社

会
教
育
係

南
九
州
市
の
特
産
品
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
せ
ん
か
？

特
産
品
自
動
販
売
機
へ
の

出
品
商
品
募
集

　

南
九
州
市
内
の
集
客
エ
リ
ア
に
特
産
品

自
動
販
売
機
を
設
置
し
て
、
本
市
の
魅
力

あ
る
特
産
品
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。
販
売
商
品

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
の
で
、
た
く

さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
設
置
場
所

　

冷
凍
商
品
：
道
の
駅
川
辺
や
す
ら
ぎ
の
郷

　

常
温
商
品
： 

知
覧
平
和
公
園　

旧
観
光

案
内
所

■
募
集
条
件

　

市
内
で
製
造
さ
れ
た
食
品
ま
た
は
南
九

州
市
産
の
農
林
水
産
物
な
ど
を
活
用
し

た
食
品

■
募
集
期
限
＝
令
和
５
年
６
月
９
日（
金
）

そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

［
問
］ 

知 

商
工
観
光
課 

商
工

水
産
係

夜間及び日曜開庁でマイナンバーカードの交付や申請をサポートします！
　マイナンバーカードの交付や申請をサポートするため、木曜日の夜間及び日曜開庁による臨時窓口を開設します。平日
の開庁時間に市役所へ行くことが難しい方は、ぜひこの機会をご利用ください。

■開設日時：開庁日の毎週木曜日　午後 5 時 15 分～午後 7 時
　　　　　　6 月 11 日（日）午前 8 時 30 分～正午
　　　　　　7 月 9 日（日）午前 8 時 30 分～正午
■開設場所：頴娃・知覧・川辺庁舎の市民係および市民生活係
※カードの受け取りに来られる方は、交付通知のハガキと必要書類をご持参ください。
※マイナンバーカードに関すること以外は、受け付けられません。
〇すべて無料！（申請・写真撮影・交付）
※紛失などによる再交付を除く
〇申請は最短 5分！

マイナンバーカードがあれば、住民票の写し・印鑑登録証明書・所得（課税）証明書をコンビニで取得できます！

募 集 くらしのインフォメーション

マイナポイント第２弾
令和 5年 9月まで実施中！
最大20,000円分のマイナポイントがもらえます！
※マイナンバーカードを令和5年2月末まで

に申請した方が対象となります。［問］ 川 市民生活課 市民係　 頴・知 支所 市民生活係

常温自動販売機
（知覧平和公園）

冷凍自動販売機
（道の駅川辺やすらぎの郷）

お知らせ
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国
民
健
康
保
険
の
皆
さ
ん

今
年
も
特
定
健
診
が
始
ま
り
ま
す
！

　

30
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
、
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
加
入
の
方
全
員
が
対
象
で
す
。

　

２
月
に
お
配
り
し
た
健
診
希
望
調
査
に

よ
り
受
診
券
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
特
定

健
診
に
は
医
療
機
関
で
の
個
別
健
診
と
、

保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
集
団
健
診
が
あ
り
ま

す
。
受
診
券
が
届
い
た
ら
、
内
容
を
確
認

の
上
、
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
か
か
り
つ
け
医
か
ら
の
情
報
提

供
を
希
望
さ
れ
た
方
に
は
、
情
報
提
供
票

を
送
付
い
た
し
ま
す
。

■
費
用

○
40
歳
に
な
ら
れ
る
方
（
昭
和
58
年
４
月

１
日
～
昭
和
59
年
３
月
31
日
生
）
…
無

料
○
30
歳
か
ら
39
歳
・
41
歳
か
ら
74
歳
ま
で

の
方
…
８
０
０
円

【
個
別
健
診
】

■
場
所
＝
市
内
の
協
力
医
療
機
関
（
事
前

に
予
約
し
た
上
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。）

■
期
間
＝
6
月
～
8
月
の
う
ち
1
カ
月

※
詳
し
く
は
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
集
団
健
診
】・【
30
歳
代
健
診
】

■
場
所
＝
各
保
健
セ
ン
タ
ー

※
待
ち
時
間
の
短
縮
化
と
密
に
な
る
こ
と

を
避
け
る
た
め
、
受
付
時
間
を
指
定
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
40
歳
以
上
で
集
団
健
診
を
受
け
る
方
は
、

が
ん
検
診
や
腹
部
超
音
波
検
診
な
ど
も

同
日
に
受
診
で
き
ま
す
。（
別
途
費
用

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

■
期
間

○
川
辺
地
域
：
７
月
15
日
（
土
）
～
７
月

18
日
（
火
）

○
頴
娃
地
域
：
７
月
26
日
（
水
）
～
７
月

29
日
（
土
）

○
知
覧
地
域
：
８
月
１
日
（
火
）
～
８
月

５
日
（
土
）

※
30
歳
代
の
国
保
加
入
の
方
全
員
に
、
集

団
健
診
を
ご
案
内
し
ま
す
。

［
問
］ 

川 

健
康
増
進
課 

保
険
係

　
　

 

知 

保
健
セ
ン
タ
ー
内 

健
康
推
進
係

南
九
州
市
園
芸
振
興
機
械
施
設
等

導
入
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

農
業
用
機
械
な
ど
の
購
入
を
予
定
し
て

い
る
個
人
・
集
落
営
農
組
織
に
対
し
支
援

し
ま
す
。

○
対
象
者　

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
農
業
者
、
集

落
営
農
組
織
な
ど（
い
ず
れ
も
法
人
を
除

く
。）

〇
対
象
作
物

　

野
菜
、
果
樹
、
花
き
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、

大
豆
、
麦
、
そ
ば
、
水
稲

〇
対
象
経
費

　

農
業
用
機
械
や
被
覆
施
設
な
ど
の
購
入

費（
税
抜
き
）、
中
古
は
条
件
付
き
で
対
象

と
し
ま
す
。

○
対
象
外

　

工
芸
作
物（
茶
、
た
ば
こ
等
）、
畜
産
用
、

刈
払
機
や
低
温
貯
蔵
庫
な
ど
汎
用
性
の
高

い
も
の
。
税
抜
き
価
格
10
万
円
未
満
の
も

の
。
部
材
、
補
助
金
交
付
決
定
前
に
発
注

く
だ
さ
い
。

■
対
象
者
＝
市
内
に
事
業
所
が
あ
る
中
小

企
業
者
ま
た
は
市
内
に
住
所
を
有
す
る

個
人
事
業
主
な
ど

■
補
助
金
額

　

中
小
企
業
者
な
ど

　
　
　

補
助
率
４
分
の
３
、
上
限
10
万
円

　

団　

体

　
　
　

補
助
率
３
分
の
2
、
上
限
30
万
円

［
問
］ 

知 

商
工
観
光
課 

商
工
水
産
係

Ｊ
Ｒ
指
宿
枕
崎
線
で
お
得
な

列
車
体
験
！

　

列
車
で
枕
崎
駅
か
ら
指
宿
駅
ま
で
の
区

間
を
利
用
し
て
社
会
見
学
活
動
な
ど
を
実

施
す
る
団
体
を
対
象
に
、
乗
車
運
賃
の
半

額
（
学
校
行
事
は
全
額
）
を
補
助
し
ま
す
。

　

補
助
金
の
交
付
を
希
望
す
る
団
体
な
ど

は
、
担
当
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
補
助
対
象
者

市
内
の
保
育
園
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど

も
園
、小
中
学
校
、子
ど
も
会
、ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
、
小
中
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
高

齢
者
団
体

■
補
助
対
象
経
費

社
会
見
学
活
動
な
ど
に
お
い
て
利
用
す

る
Ｊ
Ｒ
指
宿
枕
崎
線
の
枕
崎
駅
か
ら

指
宿
駅
ま
で
の
区
間
の
児
童
生
徒
な
ど

（
８
人
以
上
）
お
よ
び
保
護
者
な
ど
の

引
率
者
、
高
齢
者
（
５
人
以
上
）
の
乗

車
運
賃
。

※
運
賃
領
収
証
の
写
し
が
必
要
で
す
。

■
補
助
金
限
度
額

補
助
対
象
経
費
の
半
額
。（
学
校
行
事

の
場
合
は
全
額
。）

［
問
］ 

知 

企
画
課 

企
画
係

さ
れ
た
も
の
な
ど

○
補
助
金
額

　

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
１
以
内（
上

限
50
万
円
）

○
申
請
期
限　

６
月
15
日（
木
）
ま
で

※
申
請
多
数
の
場
合
は
、
選
考
い
た
し
ま

す
。

［
問
］ 

頴 

農
政
課 

生
産
流
通
指
導
係

　
　

 

知 

川 

支
所 

農
林
係

南
九
州
市
指
定
文
化
財
へ
の

補
助
金
交
付
に
つ
い
て

　

南
九
州
市
の
指
定
文
化
財
所
有
者
ま
た

は
管
理
者
に
対
し
、
文
化
財
保
護
に
要
す

る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
事
業
は

①
有
形
文
化
財
・
有
形
民
俗
文
化
財
の
保

護
②
無
形
文
化
財
・
無
形
民
俗
文
化
財
の
保

護
③
記
念
物
の
保
護（
遺
跡
、
名
勝
地
な
ど
）

を
行
う
も
の
で
、
用
具
な
ど
の
整
備
や

補
修
な
ど
に
関
す
る
経
費
が
補
助
対
象

と
な
り
ま
す
。

■
補
助
率
＝
補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1

で
、
42
万
７
５
０
０
円
が
上
限
で
す
。

※
詳
し
く
は
文
化
財
課
文
化
財
係
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］ 

知 

文
化
財
課 

文
化
財
係

「
あ
な
た
の
取
組
を
応
援
し
ま
す
！
」

サ
ポ
ー
ト
補
助
金

　

こ
れ
ま
で
、
業
態
変
化
、
販
路
拡
大
、

集
客
回
復
な
ど
の
取
り
組
み
に
対
し
補
助

し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
担
当
ま
で
ご
相
談

お知らせ頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111

お
知
ら
せ
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固定資産税の減免措置のご案内

インボイス制度説明会の開催について知覧税務署からのお知らせ
　令和５年 10 月からのインボイス制度の開始に向け、インボイス制度に関する説明会を次の日程で開催し
ます。制度説明の後、登録申請手続などの個別相談をお受けしております。
　説明会は予約制ですので、事前に下記連絡先にご連絡の上、参加をお願いします。

【連絡先】0993-83-2414（知覧税務署 法人課税部門）
◆開催日時　令和５年 6 月 14 日（水）　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
◆定　　員　12 人
◆開催場所　知覧税務署　1 階会議室（南九州市知覧町郡 6212 番地）
〇　参加は無料です。
〇　新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後新型コロナウイルス感染症などの
　　急激な拡大などによって、開催が中止となる場合もあります。

［問］知  商工観光課 商工水産係

　南九州市では、事業用に取得した資産については固定資産税が優遇されます。
　取得後の申請はできませんのでご注意ください。詳しくは担当係へご連絡ください。　

先端設備等導
入計画による
課税軽減措置

過疎法による
固定資産税の

課税免除

中小企業者
小規模事業者等

・製造業
・旅館業
　（下宿営業を除く）
・農林水産物等販

売業
・情報サービス業

【重要】
　令和５年４月１日から制度改正に
より、申請様式が変更となり、これ
までの様式では申請できません。
　詳細は市ホームページでご確認く
ださい。

※要件
・設備の導入により労働生産性が年平均３％以上向上することが見込

まれること
・年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれること
→いずれも認定経営革新等支援機関による確認書が必要

・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
※償却資産として課税さ

れるものに限る

・工場用の建物および
その付属設備

・上記の建物に係る土
地（取得後１年以内
に建物の建築に着手
した場合）

・償却資産（機械および
装置のうち、直接事業
の用に供するもの）

最低取得価額（1 台 1 基の取得価額）
・機械装置 160 万円以上
・測定工具及び検査工具 30 万円以上
・器具備品 30 万円以上
・建物付属設備 60 万円以上

製造業・旅館業
（取得価額）
・資本金等 5,000 万円以下：500 万円以上
・資本金等 5,000 万円～：1,000 万円以上※

・資本金等 1 億円超～：2,000 万円以上※

　農林水産物等販売業・情報サービス業
・資本金等 5,000 万円以下：500 万円以上
・資本金等 5,000 万円～：500 万円以上※

※新設、増設のみ

固定資産税
1/2 に軽減
（3 年間）

賃上げ表明の
場合
↓

1/3 に軽減
（4 年間

または
5 年間）

固定資産税
課税免除

（３年間）

制度名 対象業種 対象となる資産 取得金額 減免措置

　今後、長雨、台風に備え、畑に水が溜まらないよう排水対策を確実に
実施して下さい。
　また、つるが繁茂する前に、基腐病発生株が見受けられたときは、抜
き取り、そのあと薬剤による防除でまん延防止に努めましょう。

　基腐病菌は水を介して移動するため、水が溜まりやすく、抜けにくい
畑で感染株が増加します

排水対策を実施している畑

サツマイモ基腐病まん延防止のための排水対策を実施しよう！

くらしのインフォメーションお知らせ

［問］頴  農政課 生産流通係　知  川  支所 農林係

【インボイス制度の税務署での相談は事前予約を！】
　税務署での面談による相談は、事前の予約をお願いしております。
　インボイス制度に関しても相談をお受けしておりますが、この場合も予約制となっておりますので、事前に下
記連絡先にご連絡をお願いします。
　　【連絡先】個人事業者の方　0993-83-2413（知覧税務署 個人課税部門）
　　　　　　 法人事業者の方　0993-83-2414（知覧税務署 法人課税部門）
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■対象者
　子育て世帯のひとり親家庭の方で、

①令和５年３月分または 4 月分の児童扶養手当受給者
②公的年金など（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給していることによ

り、令和５年３月分または 4 月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準

となっている方
■支給額
　児童１人当たり一律５万円
■申請方法

　①の対象者には５月末日までに振り込みます。②・③の対象者は申請が必要です。詳細は決まり次第、
再度広報紙でお知らせします。

■対象者
　平成 17 年４月２日（①は平成 16 年 4 月 2 日）から令和６年２月 29 日生まれの児童（障害児は平
成 15 年４月２日（①は平成 14 年 4 月 2 日）以降に生まれた児童）を養育する父母等で①または②の
いずれかに該当する方
①令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所

得の子育て世帯分）」を受給した方
②食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税の方と同じ水準となっている方

■支給額
　児童１人当たり一律５万円
■申請方法

　①の対象者には５月末日までに振り込みます。②の対象者は申請が必要です。詳細は決まり次第、再
度広報紙でお知らせします。

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金について

児童手当現況届について
ウミガメの保護にご協力を

保護監視員からのお願い

　国の経済対策として、食費などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特
別給付金を支給します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

［問］川  福祉課 子育て支援係

［問］川  福祉課 子育て支援係 知  頴  支所 福祉係［問］川  市民生活課 環境保全係

　毎年６月に提出をお願いしていた現況届
は、令和４年から一部の方を除いて提出不
要となりました。
　公簿などで現況が確認できない方につい
てはこれまでどおり現況届の提出が必要
となりますので、案内文が届きましたら担
当係で手続きをお願いします。また、令和
４年度所得が所得上限限度額を超えたこと
により受給資格が消滅されている方が令和
５年度児童手当の支給を受けるためには、
改めて認定請求手続きが必要となりますの
で、該当する方は担当係までお越しくだ
さい。

　ウミガメの産卵は、例年 5 月から 8 月にかけて確認され
ています。
　ウミガメは、上陸から産卵を始めるまでは非常に警戒心
が強く、光を照らしたり脅かしたりすると産卵をせずに途
中で海に戻ることがあります。この期間中は、次の点に注
意してください。
①暗くなった海岸で騒いだり、歩き回ったりしない。また

ライトの点灯やライターなどをむやみにつけない。
②海岸にゴミ（空き缶、ビニールなど）を捨てない。
③上陸中や穴掘り中のカメに絶対に近づかない。触らない。

年度 上陸頭数 産卵頭数 卵の保護個数
Ｒ２ 6 頭 ３頭 381 個
Ｒ３ 6 頭 ２頭 240 個
Ｒ４ 14 頭 9 頭 677 個

ウミガメ保護監視実績

お知らせ頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111
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　特設人権相談所は、家庭
内（結婚、夫婦、親子、相
続）や隣近所のもめごとな
ど、日々の暮らしの中で起こるさまざまな人権に関
する問題について、人権擁護委員が相談をお受けし
ます。
　予約は不要で、相談は無料。秘密は固く守られま
す。

日時＝６月１日（木）午前 10 時～午後３時
場所＝頴娃保健センター

　　　　　　　　　　　［問］ 鹿児島地方法務局知覧支局
　　　　　　　　　　　　　　☎ 0993-83-2208

特設人権相談所の開設ひとりで悩んでいませんか？
民生委員・児童委員は

あなたの身近な相談相手です
　皆さんがお住まいの地域には、民生委員・児童委
員と呼ばれる方がおられます。
　民生委員とは、民生委員法により厚生労働大臣が
委嘱する非常勤の公務員です。児童福祉法に定める
児童委員も兼ねているため、子育てに関する相談に
も対応します。民生委員には守秘義務があり、相談
した方の秘密は守られますので、お気軽にご相談く
ださい。
　また、毎年５月 12 日～ 18 日は「民生委員・児
童委員の日」として、全国的に民生委員が地域の中
でさまざまな活動に取り組む活動強化週間となっ
ています。地域でのあいさつ・見守り活動など、地
域福祉の増進に向けて積極的に活動しています。

［問］川  福祉課 社会福祉係 知  頴  支所 福祉係

【
身
体
障
害
者
相
談
員
（
敬
称
略
）】

山
本　

時
子
＝
頴
娃
町
別
府

　

☎
０
９
９
３−

28−

２
０
２
０

桑
代　

ひ
と
み
＝
知
覧
町
郡

　

☎
０
９
９
３−

83−

４
４
０
１

前
薗　

義
秋
＝
川
辺
町
平
山

　

☎
０
９
９
３−

56−

２
９
２
２

【
知
的
障
害
者
相
談
員
（
敬
称
略
）】

新
平　

ひ
と
み
＝
頴
娃
町
別
府

　

☎
０
９
９
３−

38−

２
１
２
１

福
田　

容
子
＝
知
覧
町
郡

　

☎
０
９
９
３−

83−

２
８
４
４

大
谷　

順
子
＝
川
辺
町
両
添

　

☎
０
９
９
３−

56−

０
９
６
９

障
害
の
お
悩
み
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す　

～
障
害
者
相
談
員
～

　

市
民
の
中
か
ら
次
の
方
を
障
害
者
相
談
員
と
し
て
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

［
問
］
川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

九州運輸局からのお願い
　物流業界においては、慢性的な人手不足のなか、2024 年
４月にはトラックドライバーへの罰則付きの時間外労働の上
限が導入され、物流の停滞・途絶が懸念されます。
　少ないドライバーで同じ量の荷物が運べるように国も事業
所も努めていますが、最後は、消費者の協力が必要です。
　私たち消費者が、宅配便の再配達を減らすことで、再配達
にかかる年間約６万人の労働力と再配達のトラックから出る
年間約 25.4 万トンの CO2 が削減できます。
　そこで、再配達削減に向け、宅配便を利用するときのアク
ションをご紹介します。
　◎自分が１回で確実に受け取れる日時・場所を指定しよう
　◎配送状況の通知アプリを活用しよう
　◎まとめ買いで配達回数を減らそう
　◎急ぎ便は状況に応じて使い分けよう
　◎相手が１回で確実に受け取れる日時・場所を指定しよう
　◎送り先の住所は正しく記載しよう
　◎宅配ボックス・置き配を活用しよう
　◎コンビニ受取りを活用しよう

［問］九州運輸局環境・物流課　ＴＥＬ　092-472-3154

0993
83−2511

性別に関わらず、どなたでも相談できます。（秘密は固く守られます。）

匿名でのご相談もお受けします。まずはご相談ください。

受付時間：平日 9：00 ～ 17：00

「家庭のことで悩んでいる」、「DV のことで」、「人間関係がうまくいかない」
「子育てに疲れてしまった」、「ジェンダー、性別のことで悩んでいる」

くらしのインフォメーションお知らせ相 談
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